
 

（様式第１号）         

 ■ 会議録  □ 会議要旨 

会議の名称 令和６年度 第２回芦屋市廃棄物減量等推進審議会 

日   時 令和７年３月１３日（木） １３：３０～１５：２０ 

場   所 芦屋市環境処理センター１階会議室 

出  席  者 会 長：井上 尚之 

副会長：千田 眞喜子 

委 員：多田 直弘、橋本 明美、法兼 茂子、山口 能成、桑田 敬司、岡田 圭司、 

        金山 成生（欠席） 

事 務 局 大上市民生活部長、藪田環境施設課長、尾川市民生活部主幹、 

谷野収集事業課長、御宿環境施設課課長補佐、浜口収集事業課主査、藤岡環境

施設課管理係長、荒木環境施設課施設係長、林環境施設課主査、山城環境施設

課課員、林環境施設課課員 

会議の公開  ■ 公開 

 

□ 非公開    □ 一部公開  

傍 聴 者 数   １ 人（公開又は一部公開の場合に記入すること。） 

 

１ 会議次第 

（１） 連絡事項 

（２） 協議事項：令和７年度芦屋市一般廃棄物処理実施計画（案） 

（３） 報告事項：神戸市・芦屋市一般廃棄物の広域処理について 

（４） 報告事項：芦屋市環境処理センター施設整備について 

（５） その他 

 

２ 提出資料 

・資料Ⅰ  令和７年度芦屋市一般廃棄物処理実施計画（案） 

・資料Ⅱ  芦屋市環境処理センター施設整備について（次第及び資料１～２１） 

 

３ 審議内容 

 

（事務局 藤岡） 

  委員の皆様の発言につきましては、お名前の入った会議録として市役所１階の行政情報

コーナーと本市ホームページにより公開することになりますので、御了承ください。 

  また、録音の都合上、御発言の際は、マイクを利用して、御発言をお願いいたします。 

 

（井上会長） 

  はい、ありがとうございます。 

  それでは傍聴人について報告をお願いいたします。 

 

（事務局 藤岡） 

  はい。傍聴の方がおられませんので、このまま進めさせていただきます（後に１名傍聴者



 

あり）。 

  井上会長、議事の進行をよろしくお願いいたします。 

 

（井上会長） 

  それでは議事に入りますが、事務局から本日の会議の成立について報告をお願いします。 

 

（事務局 藤岡） 

  本日の会議は、委員 10人中、８人の委員の出席を得ており、委員の過半数の出席がござ

いますので、審議会条例第６条第２項により、この会は成立しております。 

 

（井上会長） 

  それでは議題１の令和７年度芦屋市一般廃棄物処理実施計画（案）について、事務局から

説明をお願いいたします。藤岡さん、お願いします。 

 

（事務局 藤岡） 

  はい。事務局の藤岡です。皆様お手元にホチキス止めの令和７年度芦屋市一般廃棄物処理

実施計画案、こちらございますでしょうか。こちらの資料と、あと途中で補足としてスクリ

ーンのほうで、補足資料を映させていただきますので、こちらの資料と適宜スクリーンを見

ていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  まず、これは何かと言いましたら、今年度、ごみの見込みの報告と、来年度どのような取

組に力を入れていくかを書いた案になります。この案について説明をさせていただき、協議

の上、御承認をいただくものになります。よろしくお願いいたします。 

  今年度から委員になられ、本計画を初めて御覧になる方もおられますので、初めから、順

に説明をさせていただきます。 

  まず１ページ目、目次飛ばしていただいて、１ページ目、上の部分に「第３次芦屋市環境

計画」において定めている、本市の目指す環境の姿、「人と環境とのすこやかな関わりを誇

れる都市・あしや」を実現するために、本計画における基本理念を定め、５つの基本方針に

取り組みますとあります。 

  本計画はもともと芦屋市一般廃棄物処理基本計画という、５年ごとに定める計画があり、

その年度ごとの実行計画として、この実施計画を年度ごとに作成しております。 

  その５か年の基本計画の中で、このような基本理念、基本方針を定め、これを目標及び行

動計画として動いております。そのため、今年度の実施計画においても令和４年３月に作成

した基本計画にある、この基本理念、基本方針を踏襲して、ここに記載をしております。 

  基本理念「私たち一人ひとりが主役となって、身近なごみを意識し、持続可能な循環型社

会を目指します」。基本方針１、日常における環境意識の醸成。２、市民参画・協働の推進。

３、多様な主体との連携。４、排出業者・責任の徹底。５、新施設の検討・構想です。下段



 

については、基本情報ですね、人口等、基本情報をこちらでは記載しております。 

  続きまして、２ページをお開きください。ここでは、ごみ処理の評価を示しております。

先ほど申し上げた、基本計画で設定した目標値がありますので、これに対する現状の数値は

どうなっているのかというのを記載しております。見込みとはなりますが、１日１人当たり

のごみ排出量、１日１人当たりの家庭ごみ排出量、また、最終処分量、灰の量なのですけれ

ども、達成の見込みとなっております。一方で、事業系ごみの排出量、またリサイクル率、

こちらは未達成の見込みとなっております。 

  下に参考として、実績値の推移、令和２年度から令和６年度までを載せております。例え

ば１日１人当たりのごみ排出量や、家庭ごみ排出量、最終処分量は毎年着実に減ってきてい

るような状況でございます。 

  続きまして、３ページ目は、今、御説明させていただいたごみ量の内訳となっております。

前年度と比較すると、ごみの総排出量はマイナス 5.2％と減っておりますし、生活系の燃や

すごみについてはマイナス 5.8％と、減量が進んでおります。また、資源ごみについて、ペ

ットボトルや瓶は数値として増えておりますし、資源ごみ全体として見ても、ごみの総量の

中では、この資源ごみ全体としても、割合が微増しております。要するに、燃やすごみと資

源化できないごみが減って、資源化できるごみが割合的に増えてきております。これは指定

ごみ袋制度の導入による分別の効果が少しずつ出てきているものと思われます。もう一点、

事業系ごみの燃やさないごみが特に増えており、これについては事業者の分別や、許可業者

登録などによる適正な排出が進んだことが要因の１つだと考えられます。 

  その下、（４）適正処理については、水銀や鉛といった、注視すべき数値について、薬剤

管理徹底による安全な運転により、排出基準値を超えることはありませんでした。 

  続いて、４ページですね。５方策の検証です。ここでは、昨年度のこの会議体でお話しい

ただき設定していただいた、令和６年度の実施計画に対する取組内容と評価を示しており

ます。なお、冒頭で申し上げたとおり、この実施計画は令和４年３月に策定したごみ処理基

本計画を基にした行動計画となっております。そのため、今回実施してきた方策が基本計画

にて設定した基本方針いずれかに該当しているのかをこの中で簡単に記載させていただい

ております。これは取組内容のそれぞれの段落の最後に括弧表記で示しております。また、

右に重点取組とありますが、基本方針と同様に基本計画の中で目標達成のための重点取組

として、３つ設定がされております。今、この資料の中では、この３つの重点取組というの

が示されておりませんので、スクリーンのほうで示しております。 

  基本計画の中で設定されているものなのですけれど、重点取組として、指定ごみ袋の導

入、紙ごみの資源化、リサイクルの推進、この３つを重点取組として令和４年３月の中で設

定をしております。参考程度に見ていただければと思います。この重点取組も満たしている

のかどうかというのも、この中で記載をさせていただいているようなところになっており

ます。 

  それでは順番に御説明いたします。まず１ごみの減量化と再資源化の推進。令和６年度



 

は、11 月に広報あしやの特集記事を出しております。スクリーンのほう、こんなものを 11

月に全戸配布させていただいております。芦屋市にお住まいの方は、こちらの広報あしやを

御覧いただいたかとは思うのですけれども、こういったものを配布しております。この中で、

家庭から出る燃やすごみで紙類が多いということの啓発を実施いたしました。また、結局の

ところ、何がリサイクルできて、何がリサイクルできないのかということを市民に周知する

ために、リサイクルの可否についても掲載をしております。 

  ちょっと見にくいのですけれども、こんな感じの構成で書かれております。いろんな啓発

をしているのですけれども、今回、紙類のことを多く、特集記事の中でうたっておりまして、

特に右ページが漫画形式になっておりまして、リサイクルできる紙、リサイクルできない紙

はこんなのだよ、どういうふうにリサイクルしていこう、分別していこうというところを分

かりやすく表現しているような広報の記事になっております。 

  もう一点、紙類を減らす取組の一環として、夏休みに行った環境処理センターの親子見学

会という事業があり、これも非常に好評で、すぐに定員が埋まったのですが、この中で紙類

に焦点を当てた見学会というのも実施しました。具体的には芦屋市の燃やすごみにはどん

なごみが多いのか。リサイクルできるものは何か。そして、リサイクルできる紙とは何かと

いうことを講習しました。事前にどんなことを行うかはホームページでもお知らせしてお

りましたので、すぐに定員に達したことを考えると、市民の関心の高さがうかがえます。 

  ちなみに、参加者の感想をアンケートから拝見しても、紙をリサイクルしようと思います

とか、紙ごみを雑誌等の日にまとめて出そうと思いましたとか、分別できるものがもっとな

いか確認しようと思ったと、心に響いてくれた方も多かったようで、ポジティブないろんな

御意見を伺うことができました。 

  さらに、新たな取組として、本・古着の交換会を 11月に実施しました。こちらはスクリ

ーンのほうにチラシがあるのですけれども、左側のほうが 11 月に実施させていただいた、

本・古着の交換会のチラシになっております。これは不要となった本や古着を期間中に持ち

込んでもらったら、ほかの人が持ち込んだ本や古着を無料で持ち帰ることができるという

リユース事業で、不要品をごみとして出す前に有効利用する機会を設けることで、市民にご

みの減量化や資源保護を啓発することを目的として開催しました。実施計画の評価の欄に

も記載させていただきましたが、５日間で 318 人もの市民の方に御来場いただきました。先

ほどの広報あしやをきっかけに御来場いただいた方が多数おられ、特集記事の効果が一定

あったものと推察されます。また、予想以上に多くの反響をいただき、紙類を資源化するこ

とに対し、市民の意識が比較的高いように感じられました。例えば、こんなイベントをもっ

とやってほしい。いいもの、きれいなものだから捨てるぐらいなら誰かに使ってほしいとい

うお声は非常に多かったです。こちら、３月 18、19 日、来週の火曜日、水曜日にも同様の

イベントを実施予定です。こちらも、今、広報あしやで周知しており、かなり問合せが増え

ている状況になっています。 

  続きまして、２プラスチックの分別の推進の課題整理と市民周知ですが、紙類のことと同



 

様に広報あしや 11月号の特集記事にて、プラスチックごみの現状、分別の意義、今後の方

針、プラスチックの分別を実施予定である旨をこの中で示しております。少し分かりにくい

のですけれども、左のほうに円グラフがあり、プラスチックがかなり燃やすごみの中に含ま

れているんですけれども、それを分別しなくていいの？という話が、このＱ＆Ａ方式で書か

れておりまして、プラスチックを分別していく方針であることをこの中でうたっているよ

うなところになっております。また、我々自身がプラスチックの分別をどのように行い、ど

のように再資源化されているのか勉強不足でございましたので、プラスチック分別の課題

整理のため、他市にある施設や勉強会というのを行いまして、具体的な実施方法の検討を進

めてまいりました。評価にあるとおり、本市に適した処理方法の研究は進めつつ、分別実施

への具体的なスケジュールを検討すべき時期に差しかかってきたのではないかなと考えて

おります。 

  次に、３ごみに関する広報手段の充実でございます。本審議会での御意見でも、広報誌だ

けじゃなく、いろんな方法手段を考えるようにということで、ずっと言われていたのですけ

れども、ごみ分別促進アプリ「さんあ～る」を令和６年３月末にリリースしました。こちら

ですね。スクリーンのほうに、示しているのですけれども、こういったアプリで、リリース

をしております。実際は４月からが本格稼働でしたので、４月号の広報あしやで啓発を行い、

毎年全戸配布の家庭ごみ収集カレンダー、こちらにも、このアプリの内容を記載、掲載させ

ていただいて、また、再三出てきております広報あしやの特集記事、この中でも、本アプリ

の啓発を行い、分別に関する周知の強化に努めてまいりました。 

  ほかにも、指定ごみ袋利用促進を目的に、ごみ収集パイプライン利用者の会と協働で啓発

チラシの全戸配布を行いました。これについては、芦屋市では現状、パイプライン地域を除

けば、指定ごみ袋の使用率というのは 99％を超えております。ただ、パイプライン地域に

ついては、パイプラインの特性上、どうしても指定ごみ袋を使わなくていいか、分別しなく

てもいいかという方が一定数おられ、対応に少し苦慮しているところでございます。そんな

中、指定ごみ袋を使うように啓発するチラシをパイプラインの投入口に貼っていき、周知徹

底を図っていこうということで動いておりました。チラシ作成に際し、本委員でもある、山

口委員がパイプライン利用者の会でありましたので、相談をいたしまして、助言をいただき

ながら、強制ではなく意図を伝えることでナッジ効果を期待する、そういったチラシを作成

させていただきました。スクリーンのほう見にくいのですけれども、こういった黄色ベース

のかわいい、分かりやすいようなチラシですね、こういったものを作成させていただきまし

た。これを山口委員からの御提案、御協力もあり、実際に市民のお手元に届くようにしたら

もっといいのではということで、チラシを対象地域の全戸に配布いただきました。 

  次のページにわたっておりますが、もう一つ、外国人への対応として、新しい周知啓発、

広報を行いました。芦屋市だけに限らないかもしれませんが、人口が減少する一方で、外国

の方、こちらの人口が増えてきております。御存じのとおり、外国の方は必ずしも日本語や

ルールを理解して住まわれているわけではありません。そうなると、ごみ出しの日時を守ら



 

ない、分別を守らないといった問題が生じてきます。そこで、簡単なページですが、今まで

なかった外国人向けのホームページの整理や指定ごみ袋を使うこと、分別を行うこと等を

記載したチラシを作成し、日本語学校との連携による周知を行いました。最近多くなってき

ているのが、日本に来て語学を学んで大学への進学や就労につなげていくといったパター

ンが多いようで、日本語学校に通われている芦屋市に住む外国人も一定数おられるようで

す。日本語学校では語学だけでなく生活のルールなども教えてくれるタイミングがあるそ

うです。そういった場で直接啓発を行っていただくように日本語学校にチラシ等を持参し、

連携をお願いしたところでございます。 

  右の評価にもありますが、市民に画一的な啓発を行うには広報あしや、特に特集記事等は

非常に効果的であったと考えます。一方で、例えば指定ごみ袋の利用促進などはもうご理解

されている方も多いので、こういったことを伝える際に、広報あしやは媒体としてはあまり

適さないのではないかなと考えております。そこで、今回、名前を挙げさせていただいたパ

イプライン利用者の会や日本語学校のように御協力をいただける団体と連携しながら広報

を行ったこと。つまり、ターゲットを絞った周知方法というのを選択できたというのは非常

に大きいことだと考えております。 

  最後に４危険ごみによる火災事故等の撲滅ですが、これについては昨年の審議会の中で

御意見として出していただき、新たに追加した項目であると聞いております。ガスボンベや

リチウムイオン電池等によるパッカー車の火災事故は、こちら芦屋市に限らず全国でも起

きている問題です。これについては広報あしや令和６年８月号と令和７年３月号で、この御

覧のような形でガス缶やボンベ、スプレー缶といったごみの出し方について啓発を行いま

した。 

  また令和７年１月、この１月に危険ごみの出し方についての周知をＳＮＳとごみ分別促

進アプリを通じて実施し、様々な広報手段を使い周知啓発を行っているところでございま

す。「さんあ～る」の中でお知らせというものが出るのですけれども、１月 14日に危険なご

みの出し方についてということで、危険ごみの周知啓発をさせていただいたところでござ

います。 

  一方で、右の評価にもありますように、依然として危険ごみの不適正排出及び小規模な火

災等の撲滅には至っておりません。令和７年１月にシンコースポーツグラウンド、市民の方

にはなじみのある川西運動場ですかね、この川西運動場で、芦屋市の防災総合訓練という防

災訓練が実施されました。この中で子供たちや来場の市民に向けて災害時のごみ出しに関

する周知啓発を収集事業課の皆さん中心に行っていただきました。その中で谷野課長自ら

マイクを握っていただき、危険ごみの出し方についても実物のパッカー車を使いながら真

剣にお伝えいただきました。実際、何がどう危ないのかというのを、本物を見ながら、実際

に収集する人たちからの説明であり、参加者もかなり心に刺さっていた印象でした。このよ

うに直接顔を見てお話をしていくということも周知啓発には必要でございます。今後もＳ

ＮＳや動画といった広報手段の充実と合わせて、危険ごみに関する周知啓発を行っていく



 

考えでございます。 

  そして枠外になりますが、令和６年度実施計画で定めた方策以外にも、以下の取組を進め

ましたとあります。１つ目ですね、指定ごみ袋違反、分別違反に対する啓発強化ですが、収

集事業課と連携しながら啓発の実施に努めてまいりました。特に分別違反ですが、先ほどの

外国人も含めて、まだまだ見受けられます。燃やすごみの日に缶、瓶、ペットボトルを一緒

に袋に入れて出されていたり、ひどいものでは危険ごみが混入しているケースもあります。

そういった排出を行った人に対して該当のステーションを利用している全戸にチラシを投

函したり、ステーションに啓発を貼り付けたり、自治会経由で啓発をお願いしたりと様々な

対応をしているところでございます。 

  ２つ目、事業系ごみ違反に対する啓発強化ですが、こちらも収集事業課と連携しながら進

めております。収集作業員は経験から持っただけでも分別違反等の怪しいごみは分かりま

す。そのごみが袋の外からでも明らかに事業系ごみである場合や、排出者が特定できるケー

スはかなりあり、このステーションで出されたということが分かれば、朝から張り込みをし

て、ごみ出しに来た際に対面で説明を行い、適正排出をお願いしたり、どこの誰かが分かれ

ば通知を送ったりしながら適正化に尽力をしております。 

  また、２月に開催したフードドライブ食品提供会というイベントで、我々がお話しさせて

いただく機会をいただきましたので、集まったこども食堂等の事業者、こちらの事業者へ事

業系ごみの排出について直接の周知を行いました。 

  続いて、３つ目、４つ目と協定関係になるのですが、今年度新たな協定を締結しました。

１つが粗大ごみのリユースに関して民間企業との協定を締結、令和６年 12 月 25 日という

ことで、スクリーンのほう見ていただいたら、「おいくら」というサービスがございます。

これは家具などの不用品を粗大ごみとして捨てる前にリユースにつなげませんかというこ

とで、この「おいくら」のホームページを通じて、一度に複数の買取店へ査定依頼を出して、

要望に合った買取店とマッチングした場合は、そこの買取店に売却できるというものにな

っています。粗大ごみを費用をかけずに、むしろ売却益を得られる形で処分ができるという

ことに加え、自宅まで買取りに来てくれる業者がいるので、自宅から一歩も出ずに処分でき

る場合もあります。さらに捨てずに誰かに使ってもらえるということで、利用者の皆さんが

資源循環への取組に意識的あるいは無意識的に参画している形になっています。 

  ちなみに本市でもう一つ、「ジモティー」と協定を締結しているのですが、そちらは個人

間の仲介で、中には個人と売買するのは不安だというお考えの方もいらっしゃいます。「お

いくら」であれば、相手は個人ではなく買取店ですので、そこの安心感はあるかと思います。

また全国各自治体、阪神間でもほとんどの自治体がこの「おいくら」と連携をしており、実

績は大丈夫なのか、自治体としても安心できるサービスなのかということに対しても担保

ができているものでございます。 

  連携開始を粗大ごみの多い年末までにということで 12 月 25 日に締結したのですが、連

携開始後、12月の１週間だけで７件、16点の取引依頼がありましたし、１月と２月で、件



 

数は 91件、商品数は 253 点にも上っております。 

  最後に廃食用油のリサイクルに関する協定ですが、そもそも廃食用油のリサイクルとは

何かということですが、簡単に言うと皆さんの御家庭から出る残った油を航空燃料にして

しまおうというものです。こちら、スクリーンに示させていただいております。御存じの方

もいるかと思いますが、この航空燃料がＳＡＦというものです。廃食用油など、バイオマス

資源を原料とする次世代の航空燃料で、従来の石油由来の燃料と同等の性能を持ちながら、

約 60 から 80％のＣＯ２排出量を削減できるものです。ＳＡＦはこれからの航空業界になく

てはならないエネルギーとして注目されております。そして、下にありますように、バイオ

燃料及びＳＡＦの原料として利活用される廃食用油（使用済み天ぷら油）は事業系廃食用油

と家庭系廃食用油に分類されるが、リサイクルが確立されている事業系と比較し、家庭系は

その大部分が廃棄され、未利用の資源となっております。この資源を有効活用して、ごみの

減量化、資源循環につなげようという趣旨の協定となっております。これをＥＮＥＯＳと植

田油脂という事業者と年度内に協定締結する予定です。 

  具体的なスキームなのですけれども、こちら、スクリーンのほうで見ていただけると、市

民の方は廃食用油を市内の回収拠点に持ってきていただき、集まった廃食用油を協定先の

事業者が回収をします。そこで不純物等を除去して、ＳＡＦ製造者であるＥＮＥＯＳに廃食

用油を供給し、最終的に航空会社にＳＡＦを供給していく仕組みでございます。ＳＡＦ製造

の工場が運転開始するのが 2028 年度以降となっておりますので、それまでは、集まった廃

食用油は、バイオディーゼル燃料等に再利用されることとなっております。実際に動き出す

のは次年度からになるとは思いますが、回収拠点として１つは芦屋市役所などの公共施設

を考えております。もう一つ、どれだけの事業者さんに御協力いただけるかは分かりません

が、スーパーなどの店舗に回収ボックスを置いていただければ、より一層取組が促進するも

のと考えております。商工会の桑田委員もおられますので、また何かとお願いすることもあ

るかもしれませんので、その折には、御協力のほど、よろしくお願いいたします。 

  さて、続きまして、６番課題の抽出と次年度の方策に移っていきたいと思います。今まで

見ていただいたのは、令和６年度の報告ですが、ここからは、令和７年度は何に力を入れて

いこうかというお話になります。深刻化する地球温暖化対策として、資源循環や脱炭素を促

進し、持続可能な社会を構築するため、３Ｒの推進により燃やすごみの減量化・再資源化を

図る必要がありますと記載させていただいておりますが、根っこの部分は例年と変わりは

ありません。これに対して、課題と感じている部分と、それに対する方策、取組内容をお示

ししております。 

  １つ目、燃やすごみに混入する紙類は依然として多く、より一層分別を促進する必要があ

るという課題です。新聞の購読減少が拍車をかけ、紙ごみ自体、毎年減ってきています。し

かし、紙資源について、燃やすごみではなく紙資源の日に出してくださいとお願いをしてい

ても、燃やすごみの中に含まれるごみの種類として、紙類がやっぱり１位となってしまって

おります。これに対して、ごみの減量化と再資源化の推進を引き続きやっていきたいと考え



 

ていますが、具体的には令和６年 11月に試験的に開催した本と古着の交換会をベースに拡

充させ、関係団体と連携しながら紙類・布類を軸に資源化を図っていくところでございます。

特に神戸市と連携しながら資源回収ステーションのような新しい資源化の取組の方法を模

索してきたいと思っております。 

  また、ごみの出し方や分別方法に限らず、市が行っている施策を必要としている人に分か

りやすく伝える必要があるという課題がございます。こちらも重点的に取り組みたいと思

っているのが、ごみに対する広報手段の充実ですが、とりわけ、新たな取組として動画での

周知や危険ごみの出し方も含め、これまで点でしかなかった各業務について関連性を持た

せ面として組み立てていって周知していくなど、市民意識を高めていくため、ＳＮＳやホー

ムページなどを活用し、ごみに関する情報提供を拡充させるつもりでございます。 

  例えば、一目見れば、何を目指して、どんなことをどんなふうにやっているかが分かるチ

ラシの作成や、広報特集、ホームページの改善を見据えています。こちら、誤字脱字がござ

まして、この２番のＲ７年取組予定というところで、新たな取組として動画の周知や危険ご

みの出し方も含め、これまで点でしかなかった各業務について関連性を持たせ面として組

み立てて周知していくなどの「い」が抜けておりましたので、追加をお願いいたします。 

  最後に、次の６ページになりますが、環境処理センターの施設整備に伴い、リサイクル事

業そのものの在り方を再編する必要があるという課題です。現在、家具や自転車の修理を行

ったり、リユースフェスタを実施しているリサイクル棟という建物あるのですけれども、こ

ちらが令和７年度末をもって解体となる予定です。リユースフェスタができなくなる、じゃ

あリサイクル事業をしなくなるというのは、今の時代に逆行しており、自治体の施策として

は考えにくいと思いますので、新資源化施設の建て替えまでも数年ある中で、今できる事業

は何なのかを検討し、令和８年度に向けて事業を再編していく時期に立たされております。

これに対して、リユース施策に限らず民間企業との連携協定も活用しながら、リサイクル事

業全体として新たな展開を検討し実施していく必要があると考えており、特に環境教育の

面も充実させながら検討を進める必要があるのではないかなと考えております。こちらに

ついては幅広い御意見を参考にしていければと思いますので、委員の皆様におかれまして、

何か妙案等ございましたら、後ほど御意見をいただければと思います。 

  次は、参考として円グラフがあるのですけれども、上が令和６年度、下が前年度の燃やす

ごみの中のごみ質調査の結果をつけております。紙類の割合は減少しているものの、先ほど

申し上げたように、紙類が最も燃やすごみに含まれてしまっている現状でございます。また

草木類も非常に多くなっております。 

  もう一つ参考で、７ページにつけておりますのが、兵庫県内の芦屋市の結果で、国が出し

ている最新のデータは令和４年度までになりますので、これは令和４年度の結果なのです

けれども、さほど大きくは変わっておりませんが、芦屋市の順位は、ほとんどで前回よりも

上昇しているところでございます。これもあくまで参考程度でございます。 

  以降のページは、例年とほとんど同様ですので、説明は省かせていただきますが、市民・



 

事業者・市の責務や収集運搬計画、中間処理計画、最終処分計画を記載しております。 

  報告としては以上になります。よろしくお願いいたします。 

 

（井上会長） 

  藤岡さん、どうもありがとうございました。 

  皆さん、今の御説明お聞きになって、何か質問、御意見等あればお願いいたします。山口

さん。 

 

（山口委員） 

  はい、山口です。２点ほどありまして、まずリサイクルに関して、いろいろ考えているん

ですけれども、私の個人的というか、考え方は、ごみという考え方をなくしました。全て資

源、ごみはない、全部資源だと。そうずっと今年から思ってるんですけども、福島県がやっ

とそれに気がついて、ごみ袋も、資源と、それから資源にできなかったという２つに分けて、

スタートするということなんで、ああ、やっと気がついたかと。だから、ごみという発想を

すると、どうしても捨てる、だから減量化しなきゃいけないという発想になるんですけれど

も、僕は資源という考え方にすべきやと思う。だから、この会も本当は、私個人の意見です

よ。ごみ減量推進じゃなくて、資源化推進ということでされたらどうかと思います。 

  広報いろんな努力されているのはよく分かりますし、少ない人数でよく頑張っておられ

るのは重々承知なんですけれども、私の提案は、例えば、私の場合は、本が数千冊あったん

で、大手の買取業者ありますよね、そこから段ボールが送ってくるんです、ぼーんと。で、

それに詰めて引き取りしてもらいます。昔、20 万円で買ったブルタニカの百科事典もそん

な中に入れて、数十箱売っても、これが１万円ということで、まあそんなもんやろうとは思

いますけれど。それが直接市民と業者でやってるのもあるんですね。 

  それから、本に関しては、私はもう全部買うのやめました。全て Kindle にしました。Kindle

で読むと。そうすると本を置くスペース全くなくなりますし、非常に検索もやりやすいです

ね。そういう何か市民のベストプラクティスみたいなものを何かで紹介しないと、啓蒙ばっ

かりこうやるんじゃなくて、市民の皆さん、こんなことやってて、実は資源化を図ってるん

です、リサイクルを図ってるんですみたいな紹介もあったらいいかなと今思っております。 

  それから、もう一つは、危険ごみに関して、私のほうはずっと日本中、日本中というか、

世界中のごみのデータがグーグルから来ますので毎朝見てるんですけれども、日本ではや

っぱり火事がものすごく多いです。この間、東京都のものも出てたんですけども、数百億円

損失しているという想定が出てまして、今日の朝も火事があったって。パッカー車が燃える

分は数百万円ですけれども、今、燃えてるのは、資源化のところとか本体が燃えてるんです

よね。それで半年とか１年とか復旧に時間をかけてるという、そういう状態なんです。 

  それで１つ提案は、この間、ＮＨＫで「クローズアップ現代」でこの問題を取り上げられ

まして、もうひとつかなというのもあるんですけども。私たちは利用者の会ということでや



 

っておりまして、各自治体と管理組合合わせて 34団体で、今、参加しているんです。そこ

で一度、勉強会をしようじゃないかと。例えば、皆さん、これ何かというと、イヤホンが入

ってます。で、こういうのはリチウムイオン電池が入ってるんですね。普通、日本のメーカ

ーだと安全装置がついてますけども、これは Lenovo という中国のメーカーのものですけれ

ど、安全装置がついてるかどうか分かりません。これだと一見するとプラスチックなんでプ

ラスチックごみに捨てると。でも、ぐしゃっと、これやったら燃えます、可能性としては。

こういうのを市民の方全く知らないと思います。だから今の充電式はもう全てリチウムイ

オン電池です。私の家にも山ほどあるんですね、ひげそりから全て。だから、こういうもの

を、単にこれが危ないですよじゃなくて、やっぱり講座を開いて、実際に見せながら、こう

いうのは危ないんですよと。第一弾は、私たち、パイプライン利用者の会と、まだみんなに

は言ってませんけど、芦屋市とお願いして、講座を開こうと、今、思っています。だから何

かの組織がいろいろ芦屋市にはありますんで、そういうのを利用して講座という形で実際

に現物を見ながら、こういうものは実際は危険ですよという、そういうものを１つ、本当に

少ない人数で大変だとは思うんですけれども、各市民の組織いっぱいありますんで、何か利

用して講座を開かれたらどうかなという提案でございます。 

  以上です。 

 

（井上会長） 

  どうも、山口さん、ありがとうございました。資源化推進をするということで。そのベス

トプラクティスなどを紹介したいという話ですよね。例えば広報に載せるということです

かね、それはどういう形をお考えでしょうか。 

 

（山口委員） 

  １つは広報ですし、ホームページはあると思います、いろんなパターンあると思います。 

 

（井上会長） 

  なるほどね。それとあとは危険ごみ、今、見せていただきましたですね。その危険を知ら

す講座ですよね。これはもう話が具体的に進んでいるんですか。 

 

（山口委員） 

  今、私たち、パイプライン利用者の会では、６月ぐらいかな、やろうと思っているところ

です。 

 

（井上会長） 

  ああ、そうですか。それは芦屋市と一緒に。 

 



 

（山口委員） 

  ええ。芦屋市からも来ていただいて。私たちも含めて、その「クローズアップ現代」のビ

デオがありますんで、それを見ながら、こうですよねということをやっていきたいと思って

います。 

 

（井上会長） 

  ああ、なるほどね。それはね、すばらしいですね。なるほど。そういう２点ね、今、提案

していただきましたけれども。藤岡様いかがですか。そういう話は聞いておられますか。 

 

（事務局 藤岡） 

  今お伺いした話は初耳ではあったんですけれども、今のまず１点目の御意見ですね、市民

のベストプラクティスの紹介というところ、まさしくそのとおりかなとは思います。市民の

方もそうですし、事業者の方であったり、そういった方々の中で、こういういい取組をして

いるんだよということを取材したり、それを紹介したりというのは本当に必要になってく

ることかなと思います。で、こういうことを実際にやってる人がいるんだよっていうことを

目の当たりにすれば、じゃあ私もやらなきゃというところの意識改革にもつながるのでは

ないかなとは思いますので、どういうやり方がいいのか、研究しつつ、前向きにどんな形で

実現できるかというのを検討していきたいなとは思っております。 

  もう一点、危険ごみのお話があったと思います。勉強会、非常にいいかなと思います。ま

た、お話いただければ、こちらのほうも準備はさせていただくのですけれども、パイプライ

ン利用者の会に限らず、いろんな市民団体、自治会とか、他のいろいろな団体もあるかなと

思います。そういうところから、申請が来れば出前講座という形で、こちらから講座をさせ

ていただくというような仕組みは既にあるんですね。ただ、その利用率というのはあまりか

んばしくないというか、あまり皆さんのほうから申出はないような状況にはなっておりま

す。年にあっても１件か２件くらいというようなところでございますので、そういうところ

で、こういうのもあるんだよというのをもっと広く周知していくというところから、まずは

進めていけたらなとは思っております。 

  以上です。 

 

（井上会長） 

  はい、ありがとうございました。そしたら、ほかに何かございますか。法兼委員どうぞ。 

 

（法兼委員） 

  すみません、法兼です。先日ね、環境衛生協会のほうで伊丹のクリーンセンターのほうに

施設の見学に行かせていただいて、そこでやはり小型家電による火災が非常に頻繁に起こ

っているということで、パッカー車だけじゃなくて、処理中にかなりの頻度で発火をして、



 

そのたびに何週間も作業が中断されてしまうとかというようなことを伺ったんですけれど

も。他市さんのほうでは小型家電の回収ボックスというのを設置されているところが多々

あるというふうに伺いました。西宮の万代さんに先日行ったんですけど、そこにもやはり小

型家電の回収ボックスというのが設置されておりまして、芦屋市では多分そういったのを

設置されているマーケットとかがあまりないかなと思うんですけれども。そういったもの

があると、小型家電をそこに入れる、無料で回収できるので、そんな形で設置を試みると、

かなり発火に伴う作業の中断とか、そういうのが防げるのではないかなと思われるのです

が、いかがでしょうか。 

 

（井上会長） 

  法兼さん、その小型家電っていうのは具体的にはどんなもんですか。 

 

（法兼委員） 

  先ほど山口委員がおっしゃられたような電池など。 

 

（井上会長） 

  リチウムイオン電池が入っているものもということですかね。 

 

（法兼委員） 

  はい。リチウムイオン入ってる、例えば喫煙のアイコスとか何かっていうのあるじゃない

ですか、ああいうものですとか、小さな家電製品ですとか、回収ボックスに小さな窓が開い

てて、そこに入るものだったら何でもいいですよみたいなことで掲示がしてありました。 

 

（井上会長） 

  電池だけ取って入れたら駄目なんですかね、それ。 

 

（法兼委員） 

  いや、ちょっとその辺分からない。詳しいところ見てないので、それは分からないですけ

ど。 

 

（井上会長） 

  電池が取れるかどうか。山口さん、先ほどのイヤホンは電池取れるんですか。 

 

（山口委員） 

  今の時代は取れないものが多い。 

 



 

（井上会長） 

  取れない。 

 

（山口委員） 

  昔はこれも取れていたんです。だけど、今は一体化されています。 

 

（井上会長） 

  なるほどね。 

 

（法兼委員） 

  シェーバーですとかね、何かいろいろな、小さなゲーム機だとか、そういうのも入れられ

るので。 

 

（井上会長） 

  そういう回収ボックスを作ってほしいと。 

 

（法兼委員） 

  はい。ボックスがあればごみに出すのが少なくなるので。 

 

（井上会長） 

  メーカーなどと協力してね。 

 

（法兼委員） 

そうですね。 

 

（井上会長） 

  あればいいですね。家電屋さんとかね、一緒に。藤岡さん、いかがですか。 

 

（事務局 藤岡） 

  おっしゃるように、多分、今の段階では芦屋市の店舗さんのところに置いている事例はな

いかなと思います。私も他市さんのスーパーマーケットとか家電量販店さんとかで見かけ

たことはあるのですけれども、デメリットとしては、ルールを守らず入れる方もやっぱりい

らっしゃるんですね。この前、見かけたのは、大きなラジカセが目一杯に入れられていた例

もありました。間違いではないかもしれないのですけど、それを入れられた店舗さんはおそ

らくかなり対応としてご苦労されることもあるので、その店舗さんのほうに、やるとすると、

しっかり説明した上で、ちゃんとデメリットも理解した上で御協力いただかないと難しい



 

のかなとは思います。実施するとなると、こちらも勉強しながら、丁寧にしていかないとい

けないかなとは思います。 

 

（井上会長） 

  法兼さん、それはどこの市ですか、そういう小型家電ボックス。神戸市とか。 

 

（法兼委員） 

  神戸市、。伊丹市さんとか宝塚市さんとかもやってらっしゃって、西宮市さんとかもやっ

てらっしゃるというふうに伺いました。 

 

（井上会長） 

  そうですか。藤岡さん、１回聞いていただけますかね。具体的にどうやって行っているの

か。伊丹市とか西宮市とかに。 

 

（法兼委員） 

  伊丹市、西宮市、これは豊中市でしたかね。 

 

（事務局 藤岡） 

  阪神間の状況を聞きながら、恐らくいろいろな自治体でやってるかとは思いますので、ま

ずはやっている自治体にそれがどういうふうにうまくいっているのか、逆にどういうとこ

ろがうまくいってないのかというのは聞き取りながら、芦屋市のほうにも生かせれるかな

とは思いますので、それは聞いてまいります。 

 

（井上会長） 

  それでね、先ほどお話しいただいた中で、プラスチックの分別の進捗についてのお話もご

ざいましたけど、今後どのような流れを想定されているか、少し説明をお願いいたします。 

 

（事務局 藤岡） 

  今年度、他市にある民間企業のプラスチックリサイクルの選別、圧縮等を行う中間処理施

設であったり、プラスチックを再び社会に還元するために再資源化する工場、さらには、こ

れら中間処理と再商品化をどちらも１つの場所で将来的に実現できるように計画中の工場

の視察を行いまして、プラスチックの再資源化の流れについての一定の情報を得てまいり

ました。 

  プラスチック分別の取組を進められている企業側の現状というのを見る中で、できるこ

とから始めていかないといけないということが分かってきておりまして、この視察結果を

基にしながら、今後、再資源化のルート、これを整理していければなと考えております。 



 

  また、今後のリサイクル事業の検討の１つとして、先ほど口頭説明の中で申し上げたエコ

ノバですね、神戸市さんでやっている資源回収ステーション事業というものになるのです

けれども、こういったところで神戸市との連携もできればなと考えております。どういうも

のかといいますと、スクリーン見ていただいたら、「まわり続けるリサイクル」を実践する

拠点、資源回収ステーションということで、いろんな資源になり得るものを持ち寄って、資

源循環に取り組める場ということで、神戸市さんのほうでやられているような事業になっ

ております。芦屋市でもこのような資源回収の場を展開していき、この中でプラスチック分

別推進への種まきを始められればいいのではないかなというところは考えております。 

  ただ、施設整備のこともありまして、令和 15年度までに分別開始というのは必須なので

すけど、そもそもプラ分別をして当たり前という世の中の流れがある中で、できるだけ早く

実施しなければいけないのではないかなという考えもあります。逆にせっかくお集まりい

ただいておりますので、委員の皆さんにもお伺いしたいのですけれども、このプラ分別をや

るという方針は決まっております。このプラ分別の開始時期について、皆さん、どう思われ

ているのかなというのをお伺いしたいと思っております。 

  以上です。 

 

（井上会長） 

  はい。今お話のあったエコノバ、それね。具体的にいつからやるかということですか。 

 

（事務局 藤岡） 

  エコノバは神戸市との連携をする中で、事業の１つとして、こちらで検討はしているので

すけれども、プラの分別ですね、実際に市民の方が分別を始める、じゃあ、いつからという

ところの分別開始時期ですね。イメージはしづらいかもしれないのですけれども、例えば二、

三年中には始めなあかんやろうとか、いやいや、令和 15年までっていうことであれば、綿

密に準備をして、例えば令和 12年ぐらいまでには、というような、開始時期については大

体のざっくりとした御意見というのを少しお伺いできればなと思います。 

 

（井上会長） 

  神戸市などはプラの袋を作ってやっていますよね。芦屋市はまだやってないという話で

すよね。で、そういうのはいつからやったらいいかっていうことですね。 

 

（事務局 藤岡） 

  そうですね。考えなきゃいけない細かいことはたくさんあります。今おっしゃっていただ

いた袋の話もそうなのですけども、仮に本当に袋について改めてプラ用のものを作るのか

というところのお話もありますし、あとは収集体制の問題という部分もございます。あと施

設整備もそうなのですけど。そういう諸課題がある中でいろいろ解決しないといけないん



 

だけれども、じゃあ最終いつまでに解決して、いつまでに分別を始めなあかんかなというと

ころの御意見を伺えれば。 

 

（井上会長） 

  はい。御意見、どうぞ。多田さん。 

 

（多田委員） 

  長いこと、この会議に出させていただいていますので、ずっと流れを見てきてたんですけ

ど、恐らく僕の記憶が正しければ、恐らくそのプラスチックを完全に分けてしまった場合と、

今のままの状態である場合に、それにかかる費用ですね、費用に対して分けないほうが要る

費用が少ないという点もあったということで、ちょっと芦屋市が遅れているというふうに

記憶しています。そして、西宮には、僕、家族とか友達いるんですけど、いつも芦屋はええ

なって言われているんですよ。だから、そのときいつもね、思うのは、もし西宮がやってい

て、利点が多いんであれば、これはもうすぐにでもやらなければいけないことなのに、なぜ

今やっていない理由として何らかの利点があるんであればということを考えてしまうわけ

ですよ。 

  僕ね、実は今日ペットボトル持ってきてます。一瞬思いました。誰もペットボトル持って

きてない。だから、これがもう 10回以上使っているものですと言っても、言い訳にならな

いと思うんですけど。ペットボトルって、ある意味、若い子に聞いたら、やっぱり便利なん

ですよ。かばんの中にでも、どこにでも、まず漏れないですよね。缶ジュースなんてもう買

わなくて。例えば大きなペットボトルを買ってきて、いつでも使えるような水筒代わりに、

これを小分けして使っているという若い人もいましたから。だから、この辺りに関して、も

し収集を分けることによってメリットがあるんであれば、僕は躊躇することなく前に進め

るというのが僕の考えです。だから、なぜ、ごめんなさい、芦屋はしないんだろうというの

も僕としては意見としてあります。申し訳ございません。 

 

（井上会長） 

  ここで言うプラスチックというのは、ペットボトルをメインで言っておられるんですか。 

 

（事務局 藤岡） 

  いえ、ペットボトルはペットボトルで、今、既に資源回収をしておりますので。ペットボ

トルで該当するとすればラベルですね、そういうプラスチックは、こちらの今の議題のとこ

ろに該当する部分になっています。 

 

（井上会長） 

  はい、分かりました。で、硬いプラスチックってあるじゃないですか。容器包装じゃなく



 

てね、その硬いプラスチックといいますか、そういうのも言っておられるんですかね。 

 

（事務局 藤岡） 

  そうですね。恐らくこちらの審議会の中でも答申としていただいたときに、プラの分別を

していきましょうというところまでは決まっていると思うのですけれども、今おっしゃっ

ていただいた容器包装プラスチックと製品プラスチックですね、こういった製品プラスチ

ック。じゃあ、それを別々に分別していくのか、あるいは一緒にしていくのかというところ

までは恐らく決まっていなかったと思います。ただ、こちらのほうで、本年度、勉強会や視

察等をしていく中で、一括回収という方法のほうが適切であろうということを考えている

ところでございます。 

 

（井上会長） 

  はい。ほかに御意見ございましたら、どうぞ。 

 

（法兼委員） 

  プラスチックの回収でね、例えばラップとかもいろんな種類があると思うんですけど、そ

のラップによっては全部プラスチックになるんですか。汚れたものをきれいに洗って、その

回収ボックスに入れる。例えばマヨネーズだったりとか、オイルとか、何かそういった汚れ

ているようなものあるじゃないですか。そういうのもきれいに洗って、それを流して。その

洗う水ね。汚水を処理するのにかなりまた費用がかかってきちゃうので。そういったものも

全部きれいに洗って出さないといけないようになるのか。そういうものはもうそのままご

みに出してもいいですよというふうにするのか、ちょっとその辺が、どこまで良くて、どこ

までが駄目とかっていうようなこともちょっと御検討いただけたらなと思います。 

 

（井上会長） 

  はい、いかがですか。藤岡さん。 

 

（事務局 藤岡） 

  今おっしゃっていただいたところの意見はまさにそのとおりでございまして、実際にプ

ラ分別を進めておられるような自治体さんも、そこで苦慮しているところはあるんですね。

例えばマヨネーズの中身が入っているものについては駄目ですよ、きれいに洗ってプラの

分別のほうに出してくださいというような案内になっています。ただ、分かりにくいですの

で、そういったところの周知徹底というのは必要になってくると思います。ただ、それを芦

屋市でどのようにするのかはまだ決定はしておりませんので、そこも研究しながら、どうい

ったものが一番いいのかっていうのは勉強させていただこうかなと思っています。 

 



 

（井上会長） 

  だから、その神戸市などは、容器包装プラですよね。例えばお菓子が入っている容器とか

ね、袋とか、プラなんですけどね、それはもう分別して、神戸市ではやっていますね。今お

っしゃった、マヨネーズがついた、そういうのはもう燃えるごみでやっていますけどね。 

  いかがですかね。では、できるだけ早くやるということはもう共通認識としてあるんです

けどね、あとは、どれを分別するかっていう話ですよね。そこを検討していただいたらあり

がたいなと思いますけどね。はい。 

 

（事務局 藤岡） 

  今おっしゃっていただいた分別に関するところ、啓発に関するところ、そして収集体制で

あったり、先ほど申し上げたようなところの諸課題、そういったところを１つずつ潰してい

きながら、スタートしていく必要があります。それらの諸課題を１つずつ、令和７年度から

クリアしていくことに注力していきたいなと思っております。 

 

（井上会長） 

  はい、よろしくお願いします。それでは、令和７年度芦屋市一般廃棄物処理実施計画案、

先ほど説明していただきましたけれども、この承認の可否を問いたいと思いますが、承認で

よろしゅうございますかね。特に異議のある方おられますか。異議のある方おられますか。

特にないですかね。 

  どうぞ。 

 

（千田副会長） 

  すみません、燃える、火災予防のため、ごみに関しての火災予防のために避難訓練とか災

害の訓練のときにいろいろされたというお話聞いて、消防法で火災の訓練っていろんなと

ころで年１回か２回か何か決まっていますよね。あのときに芦屋市のほうから、ついでにそ

のごみが燃えない工夫もちょっと入れてくださいってアナウンスしていけば、例えば小学

校とか、中学校とか、幼稚園とかの火災、避難訓練のときにもレクチャーできるし、各地区

で、火災、自治体、コミュニティーでされていると思うんですけれども、町内会で。そうい

うときにもそういうことをやってくださいって言うと、もう少し、１件でも減らしていける

のかなとは感じました。 

 

（井上会長） 

  それは具体的にはどこがやるの。主体は。芦屋市さんがやるの。 

 

（千田副会長） 

  主体はその法律で、例えば小学校だったら年に２回かな。で、建物、事業所さん、会社と



 

かでも多分年に１回か２回、消防法で絶対火災に関する予防をしなきゃいけないので、それ

に引っかけて、ごみも実は燃えやすいよとか。で、町内会でも、多分、公民館とか、そうい

う建物があるところと、必ず火災も防災訓練はするんで、それにごみのこともちょっと。 

 

（井上会長） 

  それを芦屋市がお願いしていくわけですね。 

 

（千田副会長） 

  うん、芦屋市のほうから、そういうところに声をかけていくとか。 

 

（井上会長） 

  声をかけてくださいと、そういう話ですね。はい。 

  そしたら、この案について御承認ということでよろしゅうございますかね。特に反対ござ

いませんかね。はい。そしたら承認ということで決定いたしました。 

  そしたらね、続きまして、神戸市・芦屋市一般廃棄物の広域処理についてですね。事務局

から説明をお願いいたします。御宿さんですね、はい。 

 

（事務局 御宿） 

  そうしましたら、神戸市の件につきましては、私、御宿から御説明させていただきます。

資料につきましては、お手元は左肩クリップ止めの資料の中ですね、ローマ数字で資料２と

書いてあるページを１枚めくっていただくと、神戸市の広域連携ということで、四角で数字

の資料１という記載がある資料があると思います。そちらを中心に御説明させていただけ

たらと思います。 

  前回の審議会の中でも簡単に状況について御報告させていただいたところですけれども、

改めて経緯から説明させていただけたらと思います。 

  高島市長が就任されてから、令和５年度の議会において、神戸市との広域処理に変更する

というのを、ちょうど前年度の９月の議会で発表しました。それを受けて、神戸市と芦屋市、

担当者同士で議論重ねまして、都度、議会などへも報告したりとかも重ねてきました。この

10 月にパブリックコメントというのを実施したところで、その結果を受けて、先般の議会

において、両市で連携していくための規約というのを議案に出しました。それがこのたび議

決され、実際にはまだ両市長で調印するという手続が残っておりますけれど、大枠としては

神戸市との広域連携をやっていくということまでは決まっている状況になっております。 

  内容については、１ページの、数字の番号で２番のところに、どういう流れで広域処理を

やっていくかということを書いていますが、そちらの文字で見るより、もう一枚めくってい

ただきまして、カラー塗りで図柄が、３ページにあると思うんですけれども、これで説明さ

せていただけたらと思います。 



 

  まずは、芦屋市のほうでごみを収集するため、市民の皆さんのごみ出しは従来と変わら

ず、芦屋市のこの施設に一旦集めます。で、この施設が、今は焼却施設というところで、こ

こでごみを燃やしておりますけれども、これが中継施設という、この後、整備し直すことに

よって、ごみを積み替える施設になります。ここでごみを大型車に積み替えて神戸市に持っ

ていきます。神戸市では３つの焼却施設ございますが、主な持って行き先としましては、一

番発電効率の高いポートアイランドにある港島クリーンセンターというところに持ってい

く流れになっています。運ぶ際は、できるだけ住宅街を通らないようにするために有料道路

を使って持っていく考えで進めています。 

  これらの効果というところについては、１ページに戻っていただけましたら、１番のとこ

ろでその効果について記載しているんですけれども、芦屋市においては、主に新しい施設整

備というものが、焼却施設を建てるということがなくなりますので、大きな支出抑制になる

ということはもちろんですけれども、両市でやっぱり一番の目的としていますのは、脱炭素、

環境負荷低減というところが一番大きな目的となっておりますので、これらに向けて両市

で連携していこうということになっています。 

  これらのスケジュール感については、１枚めくっていただきました、この２ページ目のと

ころに記載してございます。５番の広域処理開始までのスケジュール案ということです。こ

れが今後の流れの中で、令和７年度以降が、芦屋市において、まずは施設整備ということを

進めていかなくてはなりませんので、まずは施設整備をし、目標としましては令和 12年度

以降に広域処理を開始するという流れで考えているところです。 

  実際、処理に当たっては、芦屋市のごみを神戸市で焼いていただくというのは当然お金が

かかってきますので、それらの経費につきましては、このページの４番のところで記載して

います。神戸市さんとのお話の中では、処理に要する実費分を負担するという流れで整理し

ておりまして、施設整備があれば、当然施設整備分として、芦屋市が焼却に必要な能力分だ

けの経費は払うというところでございますので、一定の負担も発生してくるというところ

でございます。 

  それらのページですね、いろいろと、どういう効果があるかとかいったようなところが、

ホームページでも掲載させていただいておりまして、それが、３ページの図柄を１枚めくっ

ていただきまして４ページ以降で、ホームページに掲載するような内容を掲載させていた

だいています。時間の都合もございますので、簡単ではございますが、神戸市との広域連携

の状況につきましては以上となります。 

 

（井上会長） 

  はい、ありがとうござました。ただいまの御説明に対しまして、何か御質問、御意見ござ

いましたら、お願いいたします。どうぞ。岡田委員。 

 

（岡田委員） 



 

  スケジュールのところでお伺いしたいんですけれども、令和７年２月に波線が振ってあ

って、２市間協議書って書いてあるんですけども。今、３月 13日時点で、どんな感じか教

えてもらってもいいですか。 

 

（事務局 御宿） 

  この後、両市長で協議書を締結するということを行いますので、今年度内、３月中には締

結するという流れで進めています。 

 

（岡田委員） 

  ありがとうございます。 

 

（井上会長） 

  はい、ほか、何かございましたら、どうぞ。山口さん。 

 

（山口委員） 

  ２ページで費用に関してお伺いしたいんですけれども、２件ありまして、１件が、神戸市

で焼却していただいて必要な経費は委託料等って書いてあるんですけれども、大体、大まか

にどのぐらいのものを考えてあるのかと、「等」というのは何が入るのか。それと、もう一

つ、中間に、委託料とは別に建設費の一部負担金を払うということも書いてあるんですけど、

これもどのくらいの費用がかかるか、一応、概算でいいですから、教えていただけますか。 

 

（井上会長） 

  はい、分かる範囲でお願いします。 

 

（事務局 御宿） 

  はい。神戸市さんの費用のところにつきましては、申し訳ないんですけれども、議会でも、

明確には幾らですっていうのは、実際に決まるのが令和 12年を開始の想定としていまして、

その直前にならないと分からないというところもありますので、今、申し上げてしまいます

と、神戸市との兼ね合いとかで、御迷惑をおかけする可能性もあるというところから、具体

的な数字としてのお答えは避けさせていただいているところがあります。 

  で、先ほどの委託料等っていうのは、まさに後段でおっしゃっていただいた一部負担金の

こととかを指していますので、単に委託料だけではなくて、施設整備に関する費用とかも含

めるというところもありますので、表現として「等」をつけているということになります。

実際、施設整備の負担金が幾らになるかなというところでいきますと、これは神戸市が、今

後、施設整備をするときに、どれぐらいの処理能力のある焼却施設を建てるかというところ

にもよりますし。あとは芦屋市において、そのときにどれだけの焼却能力を芦屋市分として



 

確保していただけなければならないのかというところが変わってくるといいましょうか、

人口減少も当然進むでしょうし、減量化もどんどん進んでいきますので、これと言う確たる

数字というのは、なかなかその直前にならないと分からないところもありますけども、今の

ところ、施設の整備に関して言いますと、100 トン未満の施設整備費というのは、大体、処

理能力１トン当たりの建設単価というのが、これまでの資料でもお示ししているのは大体

1.8 億円というところがございまして、神戸市のような大きな施設であれば 600 トンクラス

ぐらいのものであると、処理能力１トン当たりで言うと大体１億円切ってくるぐらいの金

額になってくるというところがございます。芦屋市としては、例えば新しく建てようとして

いた焼却施設というのが大体 88トンを想定していたところがありますので、乱暴な計算に

なりますけれども、芦屋市が神戸市で、芦屋市分を造ってくださいということになれば、１

億円掛ける例えば 88トンということで 88億円分になりますし。もし、今、先ほど言いまし

た 1.8 億円、これは計算しやすいように２億円というふうに計算させていただくと、芦屋市

が単独で建てたら百七十何億円という数字になってきますので、その差分が出てくるよう

な話です。ただ、これは今もうまさに現在進行形で、物価高騰とか建設単価が高騰していま

すので、その時々で計算する内容によっては大分差が出てくるのかなというのは考えてい

ます。 

 

（井上会長） 

  はい、ありがとうございます。はい、どうぞ。山口さん。 

 

（山口委員） 

  私の理解では、神戸市に頼んだほうが安いという基本的な理解があるんですね。じゃあ何

ぼ安いのかという話になったときに、それは言えませんという話だと、私たち市民は納得で

きないですよね。しかも、プラごみの話がまた平行してあるんで、当然プラごみが入らない

という形になると思うんですね、そうすると、ごみの量が減るということも考えて。例えば、

今このまま芦屋市でごみ処理場建てるのに比べて、どのぐらい概算で下がるのか、金額は別

として。こんだけのメリットがありますよ。だからＣＯ2といってもなかなか、ＣＯ２の削減

といってもぴんと来ませんので、やはりお金の換算で大体どのぐらい減るのか。例えば、今、

建てるとしたら、これの３分の１で済みますよとか、そこまでは話してもらわないと、僕ら

もこれ帰って、いろんな人に話をしなきゃいけない責任がありますので、そのときに、山口、

何を聞いてきたんやという話にならないようにお願いします。 

 

（井上会長） 

  いかがですかね。今のところはまだはっきり。 

 

（事務局 御宿） 



 

  具体的な数字というよりは、議会で同じような説明させてもらっているんですけれども、

計算する時々で物価というものがすごく変わる状況がございますので、なかなか金額、幾ら

ですという差を言っても、もう一度、計算し直したら、また差が出てくるというようなこと

がありますので、その具体的な数字じゃなくて、割合という形で表現させていただいており

まして、それは１ページの１番のところにある、ごみの広域処理の基本的な考え方というと

ころでですね。一番最後の行のところに、後段で、アスタリスク、両サイドがアスタリスク

の２行目の後段、経費支出を単年度で約 40％削減できると見込んでいますということで、

芦屋市としては単年度に換算すると、芦屋市が単独で焼却施設を建てるよりも神戸市に持

っていくほうが経費としては約４割程度安くなるというふうに考えています。 

  ただし、これは当然施設整備を神戸市がいつ行われるかということがまだ何も示されて

おりませんので、神戸市の施設整備、新しく建て直したときの経費とかは、まだ見込めてな

いところがございます。建てられた際に、もしかしたら、この金額では当然差が、もう少し

効果というのは薄まってくる可能性もありますけれども、それでもなお先ほど言いました

ように、そもそもの建設単価という負担がございますので、芦屋市が単独で整備して、また

建て直してを繰り返すよりは、神戸市にお願いして、神戸市の建て替えの一部を負担してい

くほうが、当然、経費は安くなるという考えで試算しています。 

  以上です。 

 

（井上会長） 

  はい、ありがとうございました。だから約４割は削減できると、単独でやるよりはという

ことですね。 

 

（山口委員） 

  だから、これ、現在のところとか一言入れてれば。 

 

（井上会長） 

  はい。だから約っていうのをつけているのでは。そういう意味じゃないですか、この約っ

ていうのは。 

 

（山口委員） 

  はい、分かりました。ありがとうございました。 

 

（井上会長） 

  はい、ありがとうございました。そしたら、今度は芦屋市環境処理センター施設整備につ

いて、荒木さんのほうから御説明お願いします。 

 



 

（事務局 荒木） 

  はい、環境処理センター施設整備について、私のほうから説明させていただきますので、

よろしくお願いいたします。 

  基本計画検討委員会の開催状況につきましては、第１回から第６回までは、議題等の欄に

記載しておりますように、これまでの審議会において報告しております。裏面資料に移りま

して、資料２の裏面に移りまして、第７回、第８回も報告済みになっておりますので、本日

は第９回以降となります。前回の審議会で御説明しましたとおり、神戸市との広域連携に伴

う検討に着手し、取り組んでいるところでございます。説明の資料は多数ございますので、

一部割愛しながらの説明とさせていただきますが、御容赦いただきたいと思います。 

  第９回、施設整備検討委員会を 10月３日に開催しており、資料１から資料５がそのとき

の資料になります。議題の１つ目の神戸市との広域連携、資料１は、前回の審議会で説明し

た資料ですので、省略させていただきます。 

  めくっていただいて、資料２、検討項目について整理しております。資料の見方ですけれ

ども、表の左側が、現在として既に検討を完了した焼却施設と資源化施設を整備する際の内

容です。右側に追加検討として、今回の広域連携の考えに沿った中継施設と資源化施設の整

備を進めていくために変更や再検討が必要となる内容を赤文字で記載しております。 

  ２－１の基本計画、現在はごみ焼却施設ですが、追加検討では、中継施設に変更しており

ます。 

  次の２－２（１）、基本方針で、広域連携によるごみの処理の実施、各施設の役割の確認

を行い再検討する必要がある項目となっております。 

  次の（２）計画目標年次、中継施設の方式を検討した上で、資源化施設との合棟、別当の

整理を行い、計画目標年次を決定する必要がある項目になっております。以下も同様、再検

討を行う必要があります。 

  ページをめくっていただいて、次の（６）施設計画、現在は、ごみ焼却施設ですが、追加

検討では、中継施設となり、ごみ焼却施設では、エネルギーの利活用等の項目がございまし

たが、中継施設では、この項目が削除というようになっております。 

  続く（７）整備用地以降の、次のページの（13）、（14）も見直しが必要となります。 

  資料変わりまして、資料３、横の基本計画策定スケジュールです。令和４年と令和５年に

つきましては実績であり、左側の項目（１）から（14）は既に完了済みであることが分かり

ます。先ほどの検討項目により、再検討等が必要となるため、令和６年度にオレンジ色で必

要な負担を設定しております。表の下のほう、各年度の主要検討事項、令和６年度では、中

継施設、施設計画とし、検討委員会は計３回、そして、令和７年度では、事業方針、ＰＦＩ

導入可能性調査。また、表の下から２つ目、生活環境影響調査も進め、基本計画をまとめた

いと考えております。当初この３月末までに基本計画案の策定を完了させる予定でしたが、

約１年間延長というふうなスケジュールになっております。 

  資料変わりまして、資料４、基本方針をお願いいたします。現在、目標を３つ、地球温暖



 

化対策、循環型社会の形成、環境保全を設定しており、追加検討では、目標自体に変更修正

等はございませんが、現在の目標１の方向性、焼却効率とエネルギー変換効率の最大化の部

分につきましては、中継施設となりますと、本市の施設内では焼却しないため、追加検討の

ところ、広域処理による熱エネルギーの効率的利用とし、さらにプラスチック類の資源化も

追記しております。 

  その他の方向性については、修正箇所はございません。 

  続いて、資料５、施設計画は、後ほど資料８と合わせて説明させていただきますので、続

いて第 10 回施設整備検討委員会を 12 月 17 日に開催しており、資料６から資料 15 がその

ときの資料になります。10月 23 日に開催した運営協議会からの意見等をまとめたものが資

料６になります。１つ目は神戸市との広域連携に関するものであり、神戸市は本市のごみ焼

却処理について期限を設けようとしているのか。また、将来にわたり責任を持って処理して

くれるのかとのことであり、神戸市と協議を進める中で、期限を設けることは考えておらず、

不測の事態に関することについては、書面等への記載を考えていますと回答しております。 

  ２つ目は、施設計画に関して、中継方式では、臭気対策が課題、芦屋浜地域への臭気が心

配とのことであり、臭気対策として脱臭設備の整備を考えています。現在、ごみピットに貯

留したごみは、クレーンで破袋・攪拌した後に焼却炉に投入しています。中継方式になりま

すと、破袋・攪拌することなく、直接、運搬車両等に積み込むため、臭気は軽減できると考

えていると回答しております。 

  続いて、資料７を御覧いただきます。こちら、先ほどの神戸市の広域連携におけるパブリ

ックコメントの実施の内容と、いただいたコメントを概要でまとめたものになりますので、

御興味がございましたら、後ほど御覧ください。 

  次に資料８、施設計画です。中継方式の比較検討を行っています。配置イメージ図、既存

焼却施設改修による中継施設の場合、別棟方式となり、中継方式としましては、既存ごみピ

ット改造方式がございます。ごみ収集車から、現在のごみピットにごみを直接投入後、クレ

ーンで積み込みができるように、ごみピット内に架台を新設、大型車で搬出するという形に

なっております。特徴として、評価項目を掲げ、評価後、結果欄のとおり、二重丸、丸、三

角、バツで点数付けを行っています。ごみの貯留性は、既存のごみピット容量に依存するた

め、高くなります。ごみの搬送能力の柔軟性は、搬送先の神戸市との輸送時間を踏まえ、中

継施設全体の稼働時間を設定する必要がございますが、ごみ量の増加変動に対応できます。

パイプライン施設との接続についてですが、現在使用しているパイプライン施設から、ごみ

ピットへの搬送設備は継続して使用可能となります。経済性の点では、右側のほかの３つの

方式と比べ、最も安価になります。 

  次に、新設による中継施設は合棟での配置となり、中継方式として３種類あります。１つ

目が、コンパクタ・コンテナ方式。こちら、ごみ収集車からごみを投入ホッパに投入後、コ

ンパクタと呼ばれる圧縮設備でコンテナに押し込み、このコンテナをアームロールで車両

に積載し、搬出します。特徴として、ごみの貯留性では、コンテナの容量や台数に依存する



 

ため、貯留量が増加した場合は、コンテナの平面的な保管スペースが必要となります。 

  次の貯留排出機方式は、ごみ収集車から、貯留排出機に一時保管した後、大型ごみ収集車

に積み込み搬出します。 

  最後にホッパタイプ、段差直接投入方式は、ごみ収集車から投入ホッパに投入後、天蓋付

のコンテナに積み込み、大型車で搬出する方式となっています。 

  表の下に、評価の合計点、既存ごみピット改造方式が 27点満点中 21点、コンパクタ・コ

ンテナ方式が 15 点、続いてホッパタイプ、貯留排出機方式の順となっています。次の総合

評価欄のとおり、既存焼却施設改修による中継施設は、ごみ貯留性が高く、パイプライン施

設との接続が円滑に行え、経済性が最もよい。また早期に中継施設を供用開始することが可

能となり、現在の焼却施設の維持管理、運営費用の大幅な削減も見込めるため、この中継方

式が望ましいと検討委員会での結論を得ています。 

  次に、資料８―２をお願いします。資源化施設に関する計画ですけれども、右側の追加検

討について、資料を順に御覧ください。特に変更箇所はございませんが、少し飛んで、６ペ

ージ、下段の赤書き部分、現在の計画内容を精査し、アルミ選別機の整備に関することを追

記しています。 

  続いて、資料９、計画目標年次です。資源化施設に係るごみ量が最大となるのは、稼働予

定の令和 15 年度、中継施設は令和 12 年度となり、いずれも計画目標年次が変更となりま

す。 

  次、資料 10、計画処理量をお願いします。右側の追加検討、先ほどの計画目標年次に基

づき、対象量を算定し直しています。まず、（１）の資源化施設の資源系で、缶、ペットボ

トル、瓶は、計画目標年次が後年度となり、人口減となり、処理量が減少。プラは分別回収

が進むことから処理量は増加としています。粗大ごみは処理量が減少しています。 

  続いて、（２）資源化施設の受入ヤード。次のページの貯留ヤードの保管量です。 

  （３）中継施設に関する処理量は総量として増加します。これらの処理量に基づいて、次

の施設規模を算定していきます。 

  資料 11、施設規模のほうをお願いいたします。（１）の資源化施設、枠囲みの算定式、黒

丸の３つ目、実稼働率、年間停止日数について、左側の現在、土日祝、年末年始の計 123 日

としていましたが、今回の追加検討では、本市の稼働実態に合わせ、日曜日と年末年始の計

56日と設定し、稼働率を 0.85 としています。 

  次のページ、計画目標年度、計画年間日平均処理量、実稼働率の修正を行い、最後の欄、

資源化施設の施設規模は 16.3ｔ／日となり、減少となっています。 

  少し飛んで、６ページと７ページ。こちらが資源化施設の受入れと貯留のヤード面積を再

算定しています。 

  次の８ページ、（３）中継施設の規模ですが、先ほどの資源化施設と同様、再算定をした

結果、77.5ｔ／日となり、減少することとなります。 

  次、資料、13 の整備用地をお願いいたします。先ほどの施設計画において、既存焼却施



 

設改修による中継施設とする計画に基づき、右側の平面図、該当部分である、この焼却部分

のごみピット部分を青斜線で追加しています。 

  ページをめくりまして、３ページ。環境保全に関する法令として、上から２つ目の大気汚

染防止法、また下から２つ目のダイオキシン類対策特別措置法は焼却しないので、適用外と

なります。 

  次に２月７日に、第 11 回施設整備検討委員会を開催しており、次の資料 16 から資料 21

がそのときの資料になります。資料 17のほうをお願いいたします。こちら、公害防止計画

ですけれど、焼却施設がなくなりまして、１ページ目の排ガスの排出基準につきましては、

排ガスが排出されませんので全て削除という形になっております。よって、右側の追加検討

では、記載がない状態になっておりますので、次の２ページから順にめくっていただいて、

全て削除となっておりまして、６ページの３）、新ごみ焼却施設の協定基準値を記載してい

たのですが、こちらの設定も不要となって、削除となっております。その下の排水の排出基

準については、これまでと同様の基準値となります。 

  ８ページめくっていただいて、こちらが悪臭、少し飛んで、12 ページ、騒音、13ページ、

振動につきましては、資源化施設が残りますので、こちらはどうしても発生するものになり

ますので、同様の基準値の設定としております。 

  ページ、14 ページ、ばいじん及び焼却灰等の設定も、焼却しないことにより設定は不要

ということになっております。 

  資料変わりまして、資料 18の環境計画をお願いいたします。こちらでは、協定基準値に

基づく除去技術の調査、検討を行ってきましたが、これらも全て不要となりますので、順に

資料めくっていただいて、５ページまで記載がない状態になっております。６ページから、

中継施設に関する記載となっておりまして、７ページでは、今回の中継施設に関する記載に

よる中継施設の処理フロー図となっております。見ていただいて、上からごみ搬入、計量器

を経て、受入ピットにパイプラインのごみ等も含め、貯留します。中継方式としては、既存

ごみピット改造方式を採用するため、ごみクレーンにて、ごみを車両に積み込み、神戸市の

処理施設に搬送するというフローになります。受入ピットの右側、青の矢印が空気の流れで

あり、脱臭ファン、脱臭装置を経て排気します。 

  次の８ページ以降、最後の 16ページまで、各設備について修正削除を行っています。 

  資料飛びまして、資料 20のほうをお願いいたします。こちら、多面的価値の創出に関す

る資料なんですが、右側、赤文字の部分は、焼却施設から中継施設に変更することに伴い利

活用等の対応が不可となるものです。焼却エネルギーを活用した発電、足湯や温泉、またＥ

Ｖパッカー車の導入も困難になると考えております。 

  最後に、メーカーアンケート関連につきましては、議事として非公開の取扱いとなってお

りますので、資料の配付と説明は控えさせていただきますので、御理解のほど、お願いいた

します。 

  今後の進め方で、次回の第 12回は５月での開催を予定しております。長くなりましたが、



 

説明については以上になります。 

 

（井上会長） 

  はい、どうも御苦労さまでございました。資料がたくさんありましたけれども、これ、荒

木さんが毎回この会議に出られるわけですか。 

 

（事務局 荒木） 

  そうですね。 

 

（井上会長） 

  12 回までということですか。 

 

（事務局 荒木） 

  はい。 

 

（井上会長） 

  御苦労さまです。では今の御説明で御意見、御質問ありましたら。 

  まず中継施設になったということで、いかがですかね。どうぞ。はい。岡田さん。 

 

（岡田委員） 

  １点だけ。焼却炉の入っている建物はそのまま維持されるということでよろしいんです

か。 

 

（事務局 荒木） 

  そうですね、使わなければいけない施設、例えばクレーンの改修や計量システム等の改修

等をやらないといけないので、必要な場所については改修等の工事が入ります。それ以外の

ところについては、焼却炉は休止という形なので、このまま置くという形になります。 

  可燃の粗大ごみに関しましても、今、プラットホームのところから、破砕した後に、ごみ

ピットのほうに直接ベルトコンベア搬送という形なので、必要なところに関しましては調

査をして手を入れなければならないのであれば、入れていく所存でございます。 

 

（井上会長） 

 よろしゅうございますか。 

 

（岡田委員） 

  はい。 



 

 

（井上会長） 

  他、いかがですか。 

  まだ発言されてない方おられましたよね。橋本委員さん、いかがですか。 

 

（橋本委員） 

  特にありません。 

 

（井上会長） 

  桑田委員さん、どうでしょう。 

 

（桑田委員） 

  設備に関してはないです。 

 

（井上会長） 

  特にないですか。 

 

（桑田委員） 

  特にないです。専門家の方がこんだけやって資料作ったもんに対して、どうやこうや言え

ないです。 

 

（井上会長） 

  ありがとうございます。 

 

（多田委員） 

  質問いいですか。 

 

（井上会長） 

 どうぞ。はい。 

 

（多田委員） 

  ごめんなさい。これ、いつも不思議に思ってたんですけど、ごみの全体量の３割超える紙

のごみなんですけど、どういうものが多いのか、ちょっと教えてもらえたら参考になるかと

思うんですけど。段ボールはほとんどの家が別で出している気がしますので、お願いいたし

ます。 

 



 

（井上会長） 

  藤岡さん。 

 

（事務局 藤岡） 

  今のお話では、実際のその資源として出てくるのではなくて燃やすごみの中のというこ

とでしょうか。 

 

（多田委員） 

  ごみ袋の中に入ってるごみとしての中の紙ごみ、どういうものが多いのか、ちょっと気に

なったもんですから。 

 

（事務局 藤岡） 

  ありがとうございます。多いのはやっぱりシュレッダーとか、段ボールとかというところ

はやっぱり多い印象は受けます。あとは雑誌、チラシの結局資源に回したらいいのかどうか

がよく分からない紙類というのが、じゃあ燃やすごみで捨てちゃえというところにつなが

っている部分もちょっと多いのかなという印象ですね。 

 

（多田委員） 

  すみません、その３割をね、全部なくす方法ってあると思うんですけど。まあ費用とか、

いろいろかかると思いますけど。我が家では紙のごみというのは１割以下なんですよ。とい

うのは必ず資源ごみとして出してるから。それで、ちょっとは家計が助かるかなと思ったら、

ごみ袋って１枚あれ 15円なんですよ。じゃあ２枚使うところが１枚に減ったからって家計

には影響ないんですよね。だから、もう少しごみ袋を高くしたらいいんだと思うけど、これ

はここの問題ではないと思います。申し訳ありません。ちょっと気になったもんですから。

失礼しました。 

 

（井上会長） 

  はい、ありがとうございました。そういたしましたら、その他、事務局から何かあります

か。 

 

（事務局 藤岡） 

  その他では特にございません。 

 

（井上会長） 

  はい、そしたら特にないということでございますので、本日の議事はこれで終了させてい

ただきたいと思います。そしたら今後の説明を事務局さんからお願いします。 



 

 

（事務局 藤岡） 

  はい。今回で今年度における全２回の審議会が終了となりました。次年度は５年に一度の

改定となる、ごみ処理基本計画の策定に向けた前準備を進めていくことになります。開催の

めどが立ちましたら日程調整の御連絡をさせていただきますので、御出席、御協力をいただ

きますよう、よろしくお願いいたします。 

 

（井上会長） 

  はい。ということで、今後も御出席、御協力をよろしくお願いいたします。 

  それでは、本日の第２回芦屋市廃棄物減量等推進審議会はこれで閉会とさせていただき

ます。皆様、本当にありがとうございました。御苦労さまでした。終わります。 

 

 

 

以 上 


